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身近な公共空間〈公園〉を考える特
集

　

公
園
と
は
何
か
？

　
「
公
園
と
は
何
で
す
か
、
あ
な
た
の
言
葉
で
説
明
し
て
く
だ
さ
い
」
と

問
わ
れ
た
ら
ど
う
答
え
る
か
。
た
と
え
ば
「
人
び
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ク

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
開
さ
れ
た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー

ス
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
公
園
の
目
的
は
わ
か
る
が
、
広
場
と
森
が
主
体

な
の
か
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
は
含
ま
れ
る
の
か
な
ど
公
園
の
実
体
は
説
明
で

き
て
い
な
い
。
目
的
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ほ
か
に
環
境
保
全
や
景
観
形
成
、

防
災
な
ど
も
あ
り
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
き
っ

と
百
人
い
れ
ば
百
通
り
の
公
園
の
説
明
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

最
近
、
公
園
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
長
野
市
の
公

園
廃
止
は
適
切
か
、
パ
ー
ク
Ｐ
Ｆ
Ｉ
と
称
し
て
民
間
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
公

共
空
間
を
占
有
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
今
の
公
園
は
野
球
や
サ
ッ
カ
ー

な
ど
禁
止
事
項
が
多
く
自
由
に
使
え
な
い
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
が
提

供
さ
れ
て
い
る＊
１

。
こ
れ
ら
を
議
論
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
公
園
に
対
す
る

考
え
方
の
ベ
ー
ス
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
自
が
異
な
る
イ
メ
ー

ジ
で
公
園
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
議
論
は
か
み
合
わ
な
い
し
収
束

も
し
難
い
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
公
園
の
歴
史
と
都
市
公
園
法
に
基
づ
く

都
市
公
園
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
説
明
し
た
い＊
２

。
な
お
話
題
の
性
格
上
、

「
公
園
」
と
単
体
で
用
い
る
場
合
は
都
市
に
お
け
る
営
造
物
公
園
を
さ
し
、

土
地
利
用
規
制
に
よ
る
自
然
公
園
（
地
域
制
公
園
）
は
対
象
と
し
て
い
な

い＊
３

。

身
近
な
公
共
空
間
〈
公
園
〉
を
考
え
る

都
市
公
園
と
は
何
か
―
―
そ
の
歴
史
と
概
要

︿
公
園
﹀
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
公
園
と
は
な
に
か
、
ど
ん
な
歴
史
が
あ
る
の
か
、

法
的
位
置
づ
け
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
な
ど
の
基
本
を
把
握
し
た
上
で
、

人
口
減
少
時
代
を
見
据
え
た
︿
公
園
﹀
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
。

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
名
誉
教
授

舟
引
敏
明

ふ
な
び
き
・
と
し
あ
き

博
士
（
工
学
）
東
京
大
学
。
東
京
大
学
農
学
部
農
業
生
物
学
科
卒
業
。
一
九
七
九
年
旧
建
設
省
（
国
土

交
通
省
）
に
入
る
。
国
土
交
通
省
公
園
緑
地
・
景
観
課
長
、
大
臣
官
房
審
議
官
を
最
後
に
退
職
。
二
〇

一
六
年
よ
り
宮
城
大
学
事
業
構
想
学
群
教
授
。
現
在
は
同
大
学
名
誉
教
授
、
一
般
財
団
法
人
公
園
財
団

理
事
長
、
一
般
社
団
法
人
日
本
公
園
緑
地
協
会
副
会
長
。
専
門
は
公
園
緑
地
行
政
、
都
市
計
画
な
ど
。

著
書
に
『
都
市
緑
地
制
度
論
考
』『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
制
度
論
考
』『
都
市
公
園
制
度
論
考
』。
こ
れ
ら

の
著
書
に
よ
り
二
〇
一
八
年
度
日
本
造
園
学
会
賞
を
受
賞
。

　

都
市
公
園
の
歴
史

（
一
）
都
市
公
園
法
以
前
の
公
園

　

公
園
制
度
は
一
八
七
三
年
の
明
治
政
府
の
太
政
官
布
達
で
始
め
ら
れ
た
。

当
時
の
名
勝
・
旧
跡
な
ど
人
び
と
の
行
楽
の
地
と
な
っ
て
い
た
国
有
地
を

公
園
と
し
て
位
置
づ
け
、
民
間
に
開
放
す
る
政
府
の
通
達
で
あ
る
。
こ
れ

に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
公
園
は
、
東
京
で
は
浅
草
公
園
（
浅
草
寺
）、
上
野

公
園
（
寛
永
寺
）、
芝
公
園
（
増
上
寺
）、
深
川
公
園
（
富
岡
八
幡
宮
）、
飛

鳥
山
公
園
（
王
子
権
現
）
と
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
一
般
に
開
放
さ
れ
て

い
た
社
寺
境
内
を
指
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
格
的
な
都
市
公
園
の
整
備
は
、
市
区
改
正
（
現
在
の
言
葉
に
置
き
換

え
る
と
都
市
計
画
）
に
よ
る
日
比
谷
公
園
な
ど
の
整
備
か
ら
始
ま
る
。
そ

の
後
関
東
大
震
災
の
帝
都
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
、
太
平
洋
戦
争
時
に

お
け
る
防
空
緑
地
整
備
事
業
、
戦
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
な
ど
に
よ

り
公
園
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
形
成
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
は
あ
ま

り
大
き
く
な
か
っ
た
。

　

戦
後
に
な
り
、
公
園
を
め
ぐ
り
大
き
な
混
乱
が
生
じ
た
。
戦
時
中
に
耕

作
地
と
な
っ
て
い
た
公
園
は
農
地
解
放
の
対
象
と
な
り
、
廃
止
さ
れ
る
も

の
も
多
か
っ
た
。
ま
た
公
共
施
設
や
学
校
、
住
宅
の
不
足
な
ど
か
ら
、
公

園
内
に
公
用
の
建
築
物
や
学
校
、
住
宅
な
ど
の
公
園
の
効
用
と
何
ら
関
係

の
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
が
建
設
さ
れ
、
公
園
が
実
質
的
に
潰
廃
さ
れ
る

こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
の
混
乱
は
公
園
を
管
理
す
る
た
め
の
根
拠
法
令
が

な
い
こ
と
が
原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
、
一
九
五
六
年
の
都
市
公
園
法
制

定
に
つ
な
が
っ
た
。

（
二
）
都
市
公
園
法
の
制
定

　

都
市
公
園
法
の
最
大
の
目
標
は
、
公
園
を
本
来
の
目
的
に
応
じ
た
利
用

に
戻
し
、
そ
れ
以
上
の
公
園
の
廃
止
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

都
市
公
園
法
で
は
、
都
市
公
園
の
定
義
を
明
確
に
す
る
規
定
、
都
市
公
園

は
都
市
に
必
須
の
施
設
で
計
画
的
に
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
示
す
規
定
、
都
市
公
園
の
廃
止
を
原
則
禁
止
と
し
、
目
的
に
合
致

し
な
い
建
築
物
の
建
設
を
防
ぐ
規
定
な
ど
を
設
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
多

義
的
に
解
釈
で
き
る
公
園
と
い
う
概
念
を
、
法
に
基
づ
く
「
都
市
公
園
」

に
一
義
的
に
収
束
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
内
容
は
後
述
す
る
。

（
三
）
都
市
公
園
整
備
の
ロ
ジ
ッ
ク

　

そ
の
後
、
経
済
成
長
期
を
迎
え
、
急
激
な
人
口
増
加
と
都
市
へ
の
人
口

集
中
が
始
ま
り
、
拡
大
す
る
市
街
地
で
の
都
市
公
園
整
備
が
急
務
と
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
都
市
公
園
の
必
要
量
を
定
め
る
の
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。


